
№
提出
方法

提出・記載内容に関しての注意事項

7
Logoフォーム、

メール又は
郵送等

略図またはパンフレットで可（昨年度より変更がない
場合は提出不要）

※電子開示システム・・・「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」のこと

内容・書類名

1.借入金明細書

2.寄附金収益明細書

3.補助金事業等収益明細書

4.事業区分間及び拠点区分間繰入金明細
書

5.事業区分間及び拠点区分間貸付金（借
入金）残高明細書

6.基本金明細書

7.国庫補助金等特別積立金明細書

8.基本財産及びその他の固定資産（有
形・無形固定資産）の明細書

9.引当金明細書

10.拠点区分資金収支明細書

11.拠点区分事業活動明細書

12.積立金・積立資産明細書

13.サービス区分間繰入金明細書

14.サービス区分間貸付金（借入金）残
高明細書

各施設の平面図及び施設付近の地図

1

施設調書
・「保育所調書」
・「幼保連携型認定こども園施設調書【社
   会福祉法人用】」

Logoフォーム、
メール又は
郵送等

施設ごとに提出する施設調書が異なります。

2 現況報告書
Logoフォーム、

メール又は
郵送等

「財務諸表等入力シート」の①現況報告書のシート部分を②
折り畳んだ上、印刷してください。
※電子ファイルで提出する場合はPDF化してください。

3 計算書類
Logoフォーム、

メール又は
郵送等

令和7年度決算
※当該施設に係るもののみ提出してください。

5 財産目録
Logoフォーム、

メール又は
郵送等

令和8年3月31日時点のもの

6 事業報告書
Logoフォーム、

メール又は
郵送等

令和7年度分
※当該施設に係るもののみ提出してください。

4

附
属
明
細
書

法
人
全
体
で
作
成

Logoフォーム、
メール又は
郵送等

※該当事由がない場合は作成を省略する
  ことができる。

※当該施設に係るもののみ提出してくだ
  さい。

拠
点
区
分
ご
と
に
作
成

社会福祉施設最低基準等状況調査書 

（施設調書）等の作成上の注意事項 

 

○　施設調書等の提出につきましては、理事長又は代表者名による市長宛ての文書(鑑

文)を作成して、添付してください。（押印は不要です。） 

○　施設調書等は、下記の提出物の内容・書類名により、それぞれの形体及び提出方法

により、提出してください。なお、保育所及び幼保連携型認定こども園ともに No.１の

施設調書を除いて、提出書類は同じです。 

 

※新たに令和８年度より保育所又は幼保連携型認定こども園を開所された施設さまへ

の注意事項 

1.施設調書の記載について、「前年度」の箇所については入力不要です。 

2.令和７年度の計算書類は不要です。（附属明細書、財産目録含む） 

3.令和７年度の事業報告書は不要です。 

 

＜社会福祉法人の場合＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

別　紙



№
提出
方法

提出・記載内容に関しての注意事項

2
Logoフォーム、
メール又は

郵送等
写しの原本証明は不要です。

6
Logoフォーム、
メール又は

郵送等

略図またはパンフレットで可（昨年度よ
り変更がない場合は提出不要）

内容・書類名

履歴事項全部証明書
（商業・法人登記の登記事項証明書）

各施設の平面図及び施設付近の地図

1

施設調書
・「保育所調書」
・「幼保連携型認定こども園施設調書【学校法人
   用】」

Logoフォーム、
メール又は

郵送等

施設ごとに提出する施設調書が異なりま
す。

3
（1）又は（2）の

いずれか

（1）決算関係書類
Logoフォーム、
メール又は

郵送等
令和7年度決算

（2）計算書類及び附属明細書
（作成が可能な場合）

Logoフォーム、
メール又は

郵送等

社会福祉法人会計基準に規定する令和7年
度計算書類（当該施設に関係するもの）

4 財産目録
Logoフォーム、
メール又は

郵送等

・令和8年3月31日時点のもの
・作成していな場合は財産目録に相当す
るもの（当該施設区分の内訳が分かるも
の）

5 事業報告書
Logoフォーム、
メール又は

郵送等

令和7年度分
（当該施設に係るもののみ提出してくだ
さい。）

＜社会福祉法人以外の場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○　鑑文及び施設調書（保育所調書及び幼保連携型認定こども園施設調書）については、

下記の広域幼児育成課のホームページからダウンロードしてください。 

 

広域幼児育成課ＨＰ 

https://www.city.minoh.lg.jp/kouikiyouji/kansanadonituite.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.city.minoh.lg.jp/kouikifukusi/houzinntyousyo.html


「Ｎｏ.２　現況報告書」（財務諸表等入力シートの印刷方法） 

 

① 現況報告書のシートを選択 

② 折り畳みボタンで空欄部分を折り畳む。 

以上の作業の後、現況報告書のシート全体を印刷してください。 

　　　　　　　　　　　　　　　　 

 

 

 

○ 児童福祉法 

（報告の徴収等） 

　第４６条　都道府県知事は、第４５条第１項及び前条第１項の基準を維持するため、児童

福祉施設の設置者、児童福祉施設の長及び里親に対して、必要な報告を求め、児童の

福祉に関する事務に従事する職員に、関係者に対して質問させ、若しくはその施設に

立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 

○ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律　 

（報告の徴収等） 

　第１９条 　都道府県知事（指定都市等の区域内に所在する幼保連携型認定こども園（都

道府県が設置するものを除く。）については、当該指定都市等の長。第２８条から第

３０条まで並びに第３４条第３項及び第９項を除き、以下同じ。）は、この法律を施

行するため必要があると認めるときは、幼保連携型認定こども園の設置者若しくは園

長に対して、必要と認める事項の報告を求め、又は当該職員に関係者に対して質問さ

せ、若しくはその施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他の物件を検査させることが

できる。

【根拠法令】


